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TANGO TEXTILE EXHIBITION
第77回丹後織物求評会 開催日決定!!

　組合最大のイベント「TANGO TEXTILE EXHIBITION　第77回丹後織物求評会」を
来る10月21日（水）～ 22日（木）に亘り、今回は7年振りに京都市内に会場を移して開催いたします。

　是非、自己商品のPRの場、また販路開拓の場として奮ってご出品いただきますようお願いいたします。
　早めにご出品のご準備にご協力をいただきますようお願いいたします。

※出品募集の詳細につきましては、6月以降に組合HPにてご確認ください。
(お問い合わせ) TOC事業課　TEL：0772-68-5302
　　　　　　　info@tanko.or.jp

会期
会　場：塚喜商事(株)8F 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町661

2026年10月21日（水）～22日（木）2日間

TANGO OPEN CENTER土日祝営業開始します　
　TANGO OPEN CENTERでは皆様からのご要望にお応えし、2026年4月25日（土）より土日祝日を含めた
営業を開始します。ご家族やご友人、お取引先様とともに、ぜひご来場ください。
　工場見学（オープンファクトリー）につきましては、引き続き加工場営業日にあたる平日のみの受入れとな
ります。なお、火曜日はTANGO OPEN CENTERが定休日となりますので、工場見学は事前予約（5名様以上）
のみとします。火曜日の見学をご希望の場合は、希望日の10日前までにご予約ください。
　ワークショップ及び織機見学等については、土日祝日も体験可能です。

■ 営業体制（4月25日以降）
◎ 営 　 業 　 日：月・水～日曜日
◎ 定 　 休 　 日：火曜日（※5月5日は営業）
◎ その他休館日：8月13日(木)～16日(日)
　　　　 　  　  12月29日(火)～1月5日(火)
◎ 営 業 時 間：10：00～17：00

■ GW期間の催しについて
　4月25日（土）・26日（日）、5月2日(土) ～ 6日(水)
にかけて、各種イベントやワークショップの開催を予定
しています。ご家族連れでも楽しめる内容を企画して
おり、2周年を記念したプレゼントも準備中です。

4/25(土) より START

※なお、急な見学受入れの変更等については、公式Instagramにて随時お知らせいたします。

詳細につきましては、WEBをご確認ください。

■見学・ワークショップ予約
TEL：0772-68-5151
WEB：https://tanko.or.jp/tof/

tanko.or.jp/tof @2020tango300

WEB instagram
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＜令和 8 年度予算＞
（単位：千円）

支　　出 金　　額 収　　入 金　　額
作 　 業 　 費 138,210 精 練 染 色 加 工 料 235,760
事 　 業 　 費 44,860 織 物 検 査 料 13,720
人   件   費 178,960 事 業 収 入 51,470
厚 　 生 　 費 27,560 賦 　 課 　 金 13,060
諸 税・ 負 担 金 52,060 共 有 施 設 分 担 金 46,070
運 営 管 理 費 31,430 諸 手 数 料 6,810
営　 修　 繕　 費 20,980 受 入 補 助 金 34,490
資 産 償 却 費 35,250 雑 収 入 他 128,450
予 備 費 520

合　　　　計 529,830 合　　　　計 529,830

　去る3月10日開催の臨時総代会
において、令和8年度の事業計画案
並びに予算案等について慎重審議さ
れた結果、原案通り可決承認されま
した。
　令和8年度の予算総額は前年比
95.3％となる5億2,983万円とな
っています。

令和 8 年度　事業計画・予算を承認

１ 工場運営の安定
① 加工技術のレベルアップに努　　
　 め、品質の安定と信頼の向上
　 を図る。
② 地区内外への営業活動の推進
　 によって入荷促進を図る。

加工検査事業

指　導　事　業
１ 情報の収集及び提供
　 ① 織物市況・ 関連業界情報等の収集・提供
   ② 機関紙の発行（年４回）

２ 経営安定化対策
 ① 産地ブランド及び「日本の絹マーク」等のPR
 ② 最低工賃制度の啓蒙
 ③ 商取引慣行改善への対応
 ④ 先染織物の振興
　  ・ 先染商標（帯・着尺）の利用促進
　  ・ 西陣織工業組合との連携による産地対策
　　 (適正工賃、安定受注の確保)

３ TANGO OPEN CENTER(TOC)事業の推進
　① 化粧品・セリシンの販売
　② TANGO TEXTILE EXHIBITIONの開催
　③ 首都圏における展示商談会出展、織物の振興事
　　業推進
　④ 府内染織3産地連携によるマーケット開拓、もの　　
　　づくり体制再構築等の推進
　⑤ きもの文化教育の推進
　⑥ 組合HP等による産地情報、事業者情報の発信

４ TANGO OPEN VILLAGE(TOV)構想に向け
　 た取り組み
　① オープンファクトリー、物品販売、ワークショッ　
　　プの実施(休日営業)
　② 会場整備(来場者用案内看板の設置等)
　③ 広報宣伝
　④ 旅行会社等との連携による集客増の推進

５ 認定制度・表彰制度による技術の継承、啓蒙活動

６ (一財)丹後地域産業振興基金協会との連携

７ 京都府織物・機械金属振興センター、(公財)京都　
　 産業21との連携

８ 近畿経済産業局、広域振興局、地元行政、海の京
　 都DMO、観光協会との連携

９ 資金（小口資金・就業者向け）の貸し付け

10 組合運営・組織の活性化
① 組合、組合員間の連携強化と機業組合等への活
　 動支援
② 魅力ある組織づくりによる加入促進
③ 組合運営体制の再構築

③ 作業コストの削減並びに諸経　 
　 費削減を推進する。

２ 人材育成
① 技術者教育の実施
② 多能工の育成強化

３ 信頼される検査の推進
４ 安全対策
① トヨタ方式にて学んだ改善活
　 動並びに 5S 運動の推進
② 危機管理対策の推進
③ 労働災害防止対策の推進
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　丹後織物工業組合では、TANGO OPEN CENT
ERの魅力発信及び認知度向上を目的に、実際に丹
後ちりめん・丹後シルクを見て触れていただく機
会として、3月21日に京都府舞鶴市の舞鶴赤れ
んがパークにて開催された「まいぷれフェスタ ～
10周年記念感謝祭～」へ出展しました。
　本イベントは、地域情報サイト「まいぷれ」の10

周年を記念して実施された特別企画で、舞鶴・綾部・福知山・宮津・与謝・京丹後エリアからグルメや雑貨、体験
コンテンツなど多彩な37店舗が集結しました。

＼ 「まいぷれフェスタ」出展しました ／
■出展概要
会　期：2026年3月21日（土）10:00 ～ 16:00
場　所：舞鶴赤れんがパーク 4・5号棟

　当日は天候にも恵まれ、会場は終日多くの来場者で賑わい、特に子ども連れのご家族を中心とした幅広い
層のお客様にTANGO OPEN CENTERブースへお越しいただきました。お客様ひとりひとりと話しながら、
丹後ちりめんや丹後シルクの製品、きぬもよふシリーズなどに触れていただき、シルクの質感や風合いを体
感していただく良い機会となりました。
　さらに、出店者PRステージでは、TANGO OPEN CENTERの取り組みについて紹介し、来場促進にも繋げ
ることができました。
　また、丹後のシルクやちりめん生地に親しんでいただくため、ワークショップとして「くるみボタンづく
り」の体験を実施しました。参加者が生地選びから制作までを楽しむ様子が見られ、多くの方に丹後織物の魅
力を発信するとともに、直接的な交流の機会を得ることができました。
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　2 月 22 日（日）、京都府中小企業団体中央会創立 70 周年記念事業
「未来創造！京都府中小企業組合フェア in みやこめっせ」が京都市勧
業館みやこめっせにて開催され、当組合から「まゆのお風呂」シリー
ズを中心とした化粧品関連を出展、販売しました。
　本フェアは、京都府中小企業団体中央会が創立 70 周年を迎え、府
内中小企業組合の取り組みや魅力を広く発信するとともに相互の交流
を図ることを目的に開催され、出展企業数 96 社が集結し各企業の工
夫が凝らされた展示、販売が行われました。
　当日は、来場者と質問などの対話が生まれ販売に繋がるなど、有意
義なものとなりました。また、京都市内での購入可能な店舗を紹介す
ることもでき、今後の売れ行きにもこれまで以上に注力し営業を強化
していく契機となりました。

京都府中小企業組合フェア出展

　3月14日（土）、「関西オープンファクトリーフォーラム」の第41弾として、「こうばと金融とまちづくり」イベントが京都市
内の「QUESTION」にて開催されました。和歌山ものづくり文化祭、
丹後オープンファクトリー NeoTAN、FactorISMをはじめ、関西各地
で実践されているオープンファクトリーの担い手が集結し、当組合は
NeoTANのTANGO OPEN CENTERとして出展しました。「続ける
理由、始める覚悟-オープンファクトリーのリアル-」をテーマにしたトー
クセッションでは、丹後からNeoTANを代表して丹菱㈱の糸井宏輔氏
が登壇しました。
　ものづくりの現場をひらき、人とまちをつなぐ取り組みの「オープン
ファクトリー」。その現場の実践者や金融機関が一堂に会し、各地の
産品が並ぶマルシェやトークセッション、体験型ワークショップが催さ
れ、歩みや工夫、継続のリアルを語り合いながら交流を深め、「見る」

「聞く」「体験する」がつながる、立体的な
イベントとなりました。

「こうばと金融とまちづくり」
～関西オープンファクトリーフォーラムVol.41～ 出展

◆会 場：QUESTION
　　　　（京都市中京区河原町通御池下る
　　　　 下丸屋町390-2）
◆共 催：コミュニティ･バンク京信
　　　　京都北都信用金庫　きのくに信用金庫　　　　
　　　　尼崎信用金庫
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 第四回 京都 染と織の展覧会
～伝統と未来を織りなす京の彩り～ 出展

 Milano Unica (ミラノ・ウニカ）2027S/S　出展

　2月13日（金）から15日（日）にかけて、シルクテキスタイル・グローバル推進コンソーシアム連携事業とし
て西陣織・京友禅・丹後織物の3産地合同で「第四回 京都 染と織の展覧会」が東京銀座にて開催されました。
3産地の織元、染元計26社出展の内、丹後からは3社（㈲梅徳機業場・コウジュササキ㈱・柴田織物）が出展し
ました。
　会期中はきもの愛好家を中心に、BtoB商談を目的とした業者も含め約1,400名が来場されました。今回初
めて3産地の小物等を販売する「おこしやすマーケット」が開催され、業界関係者のみならず直接エンドユー

ザーのきものファンに産地及び製造業者の高度な技術力と商品開発
を幅広く紹介し、高品質な丹後織物に触れる機会を提供できました。

　京都府と西陣織・京友禅・丹後織物の染織産地で構成するシルクテキスタイル・グローバル推進コンソーシ
アムでは、新たな販路開拓を目指す京都の2つのブランド（TANGO OPEN・Nishijin Textiles）が、1月20日（火）
〜 22日（木）にイタリア・ミラノで開催された世界最高峰のテキスタイル展「Milano Unica(ミラノ・ウニウニ
カ)2027S/S」に出展されました。
丹後より4社・西陣より4社が出展、シルクが中心の意匠糸、製織技術による立体感ある織物やエコ素材を組み
合わせた織物等を披露し、注目を集めることができました。

会　　場：時事通信ホール（東京都中央区銀座 5-15-8　時事通信ビル２F）
主　　催：京都染と織の展覧会実行委員会　　https://kyotokougei.com/
　　　　　( 西陣織工業組合、京友禅協同組合連合会、丹後織物工業組合 )

出展ブランド：TANGO OPEN( 小笹織物・創作工房糸あそび・田勇機業㈱・宮眞㈱ ) ・Nishijin Textiles
会　　　　場：Rho Fieramilano（ローフィエラミラノ） ホール 12.JOB FO1/03[ イタリア・ミラノ ]
主　　　　催：シルクテキスタイル・グローバル推進コンソーシアム
　　　　　　　( 西陣織工業組合、京友禅協同組合連合会、丹後織物工業組合 ) 
※コンソーシアムとしては昨年に引き続き 5 回目の出展。( 一般社団法人日本ファッションウィーク推進機構 (JFWO)　
　および独立行政法人日本貿易振興機構 (JETRO) が、日本企業の欧州市場開拓を目的として展開する「The Japan 　　
　Observatory」ブースの一画に出展 ) 
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　丹後地区の絹織物業に適用される最低工賃については、京都労働局により令和6年７月から京都地方労働審議会
に設置された京都府丹後地区絹織物業最低工賃専門部会において審議が行われ、所要の手続を経て12年振りに改
定されることとなりました。
　令和8年6月1日から下記の最低工賃表が適用されますので、改正内容を十分に理解し、最低工賃額以上の支払い・
受領をお願いいたします。

京都府丹後地区絹織物業最低工賃が
令和8年6月1日から改正されます

京都府丹後地区絹織物業最低工賃

１ 最低工賃の内容
　　次の京都府丹後地区絹織物業最低工賃の全部を次のように改正すること。
　(1) 適用する家内労働者 京都府丹後地区（京丹後市、宮津市、舞鶴市、綾部市、福知山市及び与謝郡をいう。）
　  　の区域内で絹織物業に係る織布の業務に従事する家内労働者
　(2) 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
　(3) 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、織機の規格欄及び品目の規格欄の区分に応じ、　
　　  10,000 越につき、金額欄に掲げる金額

※ 品目の帯欄に括弧書きされている丁数については、平均丁数を意味する。平均丁数とは、帯一本の織り上げにあたり、帯
　の紋柄、無地部分などを平均して杼（シャトル）が緯糸（よこいと）を何回打ち込んでいるかを表す。 平均丁数は、総紋
　紙枚数（総越数）を総地枚数（総地越数）で割ることにより算出される。なお、総紋紙枚数（総越数）、総地枚数（総地越数）は、
　それを指すものであればその名称の如何を問わない。
　　また、総紋紙枚数（総越数）をはじめとする平均丁数を計算し得る情報は、委託者が家内労働者に織りを委託するにあたっ
　て必要となる帯設計図面に記載すべきものであるが、これには電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
　の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
　るものをいう。）に係る記録媒体をいう。）に記録されているものも含む。

(4) 効力発生の日　令和８年６月１日

品　　　　　　目
織機の規格 品目の規格

金　　 額
織機の種類 開口装置 仕上げ幅

正絹無地ちりめん ( 平織）

小幅力織機

タペット

36 セ ン チ
メ ー ト ル 以
上のもの

280 円

正絹紋織物（もじり織物、縫
取織物及び裏地として使用す
る織物は除く。）

ド ビ ー 又 は
ジャカード

380 円

正絹着尺 650 円

帯
 （６丁（※）以下）

2,000 円

帯
（６丁超え９丁未満）

2,000 円

帯
 （９丁以上）

2,000 円

後
　
　
染

先 

　
　
染

（
無
地
物
及
び
黒
共
帯
を
除
く
。)
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家内労働法を守りましょう
　家内労働法は、家内労働者の生活の安定を目的として、家内労働者の労働条件の向上を図る上
で、もっとも基本的な事柄について定めています。家内労働法で定められた事項が守られている
かどうか点検し、労働条件の向上に努めましょう。

家内労働法の概要

１．委託者は、家内労働手帳を家内労働者に
　 交付して、委託のつど記入しましょう。
　委託者があとで無用なトラブルが生じない
ようあらかじめ工賃などの委託条件をはっき
りさせておくことが必要です。
　家内労働法では、委託者は家内労働者に家
内労働手帳を交付し、必要な事項を記入すべ
きことを定めています。
　具体的には、基本的な事項として、①家内労
働者の氏名、②委託者の氏名、③営業所の名
称、④所在地、⑤工賃の支払い方法・その他の
委託条件、を記入した家内労働手帳を交付し
なければなりません。
　また、原材料の受け渡しのつど、①委託業務
の内容 ②工賃単価 ③工賃の支払期日 ④納品
の期日等を、物品の受け渡しのつど、①受領年
月日 ②工賃支払額を記入しなければなりま
せん。

２．工賃は現金で全額を１ヶ月以内に支払
　 いましょう。

（１）工賃は、原則として現金で、その全額を支
　　払わなければなりません。
　　家内労働者の同意がある場合には、郵便　　
　　為替、銀行等の預金口座への振込み、郵便　
　　振替口座への振込み又は振替によって支
　　払うこともできます。

（２）工賃は、家内労働者から製品を受け取って
　　から１ヶ月以内に支払わなければなりま
　　せん。
　　毎月一定期日を工賃締切日として定めて
　　いる場合は、その工賃締切日から1 ヶ月　
　　以内に支払わなければなりません。

（３）最低工賃が定められている業種・地域に
　　あっては、最低工賃以上の工賃を支払わな
　　ければなりません。
　　業種・地域ごとに職種別に最低工賃が決

　　められている場合があります。これらの
　　仕事を委託している場合には、最低工賃
　　額以上の工賃を支払わなければなりません。

３．委託者は、委託状況届等を労働基準監督
　 署に提出し、帳簿を営業所に備え付けま
　 しょう。

（１）委託状況届の提出
　　委託者は、委託する仕事の内容や家内労　
　　働者数などについて、委託者となったと
　　き及び毎年4月1日現在の状況を4月30日
　　までに、管轄する労働基準監督署に届け　
　　出なければなりません。

（２）家内労働死傷病届の提出
　　委託者は、家内労働者又は補助者が委託し
　　た業務に関し負傷したり、疾病にかかり
　　4日以上仕事を休んだ場合、又は死亡した
　　場合は、速やかに管轄する労働基準監督署
　　に届け出なければなりません。

（３）帳簿の備付け
　　委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額
　　などを記載した帳簿を備え付けておかな
　　ければなりません。また、この帳簿は最後
　　に記入した日から３年間保存しなければ
　　なりません。

　その他、家内労働法では、仕事による災害を
防止するために委託者、家内労働者が守るべ
き事項や就業時間、委託の打切りの予告など
について定めています。
　また、厚生労働省では家内労働手帳につい
て法律で定める事項が記載されていれば、伝
票形式など別の様式でも差し支えないことか
ら、モデル様式の普及を図っています。
　詳しくは、京都労働局労働基準部賃金室

（℡075-241-3215）又は丹後労働基準監督署
（℡0772-62-1214）までお問い合わせください。

3人乗り電動トゥクトゥクEQV-PICNIC販売店　5/2オープン予定
2026年5月2日、3人乗り電動トゥクトゥク「EQV-PICNIC」の販売店が、加工
場建物内の事務所棟にオープンします。試乗
予約及び詳細につきましては、公式LINEまた
は電話にてお問い合わせください。
株式会社ヨウサンコーポレーション
京丹後大宮・峰山支店　TEL：080-8302-0677
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第32回 「FASHION CANTATA from KYOTO」を開催

応募期間：2026年5月6日(水・振休)　※当日受付分まで有効
〈お問い合わせ先〉ファッションカンタータ事務局　https://www.fashion-cantata.jp/
　TEL 075-812-2600　10:00 ～ 17:00（ 4/15 ～ 6/13まで・土日祝除く）

ペア1,000組 2,000名様抽選でご招待！

開催時間：1st show 11：00 ～ 
　　　　  2nd show 14：00 ～ 　　　
　　　　  3rd show 16：00 ～

会　　場：京都劇場（京都駅ビル内）

テ ー マ：DESIRE
出展作品：和装：カンタータ和装部会
　　　　  中野幸一／ 河野雅之 ／ 西山恵子 　
　　　　  寺本幸司 ／毛利泰巳 ／ 丹下雄介  
　　　　  洋装：Y‘s
出 演 者：のん・アバンギャルディ・NABOWA

日 程：2026年6月13日（土）

　総務省と経済産業省は、令和8年 6月 1日現在で、
「令和８年経済センサス‐活動調査」を実施します。
この調査は、令和３年に実施した「経済センサス - 活
動調査」等によって得られた事業所や企業の情報を
活用して、売上高など経理項目の把握に重点を置い
て実施されます。
　調査票は、国から郵送されるか、都道府県知事が
任命した調査員がお伺いして直接配布されます。調
査員は必ず「調査員証」又は「業務委託証明書」を
身に着けているほか、調査専用の「下敷き」及び「手
提げ袋」を携帯していますので、安心してご回答く
ださい。
　この調査の結果は、物価高騰対策の各種支援制度
をはじめとした経営支援制度や各種補助金の検討材
料、地域防災計画策定やまちづくりのための商店街
等の活性化の指標のほか、地域ごとの既存店舗の状
況を把握するなど新規店舗の出店計画のための基礎
資料として広く活用されています。
　皆様の調査へのご理解・ご協力をよろしくお願い
します。

令和８年 経済センサス - 活動調査にご協力ください。
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　組合のホームページでは新着情報として、業
界・行政・組合の動きや組合の補助金制度の申請
の様式等の色々な情報を随時更新していますの
でご覧ください。
　締め切り日等の諸事情により、「丹後織物」に
載せることが出来ないものも随時掲載しますの
で、お気に入りに登録して定期的に確認するこ
とをお薦めします。

 https://tanko.or.jp

　ホームページに企業情報、SNSにてイベン
ト情報など掲載されたい方、またホームページ
でご案内している情報やお知らせをメールでの
配信希望される方は下記メールアドレスまでご
連絡ください。

ホームページのご案内

info@tanko.or.jp
〔HP組合員企業情報・イベント情報掲載希望〕

news-tan5@tanko.or.jp
〔メール配信希望〕

令和8年度

職業訓練等受講者募集
　丹後地域職業訓練協会では、令和８年度に実施
する「丹後地域職業訓練センター職業訓練講座

（夜間）」の各講座の受講生を募集しています。
　簿記をはじめコンピュータ関連の各種講座、き
もの着付け講座などのメニューが用意されてお
り、組合員のみなさまはもとより従業員のスキル
アップにご活用ください。
　講座内容、会場など詳細につきましては、組合
本部玄関窓口にある募集案内をご覧いただくか、
丹後地域職業訓練協会のHPをご覧ください。

職業訓練法人　丹後地域職業訓練協会
京丹後市峰山町荒山225（丹後・知恵のものづくりパークC棟） 
TEL 0772-66-3445    FAX 0772-66-3446
URL https://wakuwakukan.jimdofree.com
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「令和8年度京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金」の募集について
〇設備の更新又は改修※（1）・設備の新設又は増設※（2）
　申請の際には、必ず産地組合の推薦書が必要です。申請書類一式を、
  組合本部へご提出ください。組合では組合員の方に限り無料で推　　
　薦書を作成いたします。

【提出期限】厳守
令和8年5月22日（金）午後5時必着　組合本部へ
※組合推薦書発行の関係上、提出期限を早目に設定しています。書類
不備の場合は受付不可なので、早めに申請を行ってください。
〇道具類の整備※(3) （シャットルのみ）
　機料品店に見積書の発行を依頼し、組合宛に提出してください。

（注）見積書につきましては、シャットル以外は記載しないでください。見積書の宛名は
申請者宛ではなく、「丹後織物工業組合」名で発行、備考に申請者名分（事業者名もしく
は個人事業主名）を必ず明記してください。見積書の明細には、本体価格と消費税の金
額が明記されたものが必要です。

【シャットル見積書提出期限】厳守
令和8年5月15日（金）午後5時必着　組合本部へ
生産基盤補助金申請書とシャットルの見積書の提出期限は異なりますので、ご注
意ください。詳細につきましては、組合ホームページにてご確認ください。

【補助率、補助限度額】

「令和8年度与謝野町織物業生産基盤支援事業補助金」の募集について

「令和8年度京丹後市製造業経営基盤強化推進事業補助金」の募集
について(新設)

補助金名 メニュー 補助率 補助上限額 補助下限額
織物業生産基盤
支援事業補助金

※①と②は併用可

①新設・増設 2分の1以内（注） 100万円 1万5千円

②更新・改良 3分の1以内 50万円 1万円

織物業内製化
支援事業補助金

ハード 2分の1以内（注） 200万円 10万円

ソフト 4分の3以内 50万円 5万円

【提出期限】厳守 令和8年5月29日（金）午後5時必着
与謝野町産業観光課へ　TEL：0772-43-9012

【提出期限】厳守 令和8年5月29日（金）午後4時30分必着　
京丹後市商工振興課へ　TEL：0772-69-0440 

※5/11から峰山庁舎1号館へ移転します。
　京丹後市商工会において、30万円未満の少額投資に対する支援制度「京丹後市商工会織物関連

業小規模生産基盤事業費補助金」が実施される予定です。支援内容等の詳細につきましては、京丹

後市商工会へお問い合わせください。シャットルにつきましては、こちらの制度が利用可能です。

（7月頃公募予定）

補助率 補助上限額 補助下限額

3分の1以内 250万円 10万円

※各補助金の詳細につきましては、ホームページにてご確認ください。

（千円未満切捨て）（注）京都府の補助金と併用する場合は3分の1以内

（千円未満切捨て）

（注）京都府の補助金と併用可

（千円未満切捨て）

補助率 補助上限額 補助下限額
（1）設備の更新又は改修

3分の1
以内 250万円 10万円（2）設備の新設又は増設

　（（1）と（2）の同時申請はできません）

　  存続が危惧される次の工程の設備の更新又は改修
　  ・蒸水洗工程・織物精練工程・金銀糸製造工程

3分の1
以内 500万円 10万円

（3）道具類の整備【産地組合のみ】
　　　　　　※シャットルのみ

3分の1
以内 250万円 3万円

京都府・市町において伝統と文化のものづくり産業の生産
基盤を支えるために行う補助制度が今年も実施されます。
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